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岐阜県の伝統的工芸品導入支援補助金交付要綱 

 

（総則）  

第１条  県は、県内の宿泊施設、オフィスビル、店舗等のエントランス空間等への岐

阜県の伝統的工芸品の設置や、内装・外装への利用を通じて、施設の利用者等にそ

の魅力を発信するとともに、その施設等が有する発信力を活用することにより認知

度向上を図り、もって岐阜県の伝統産業の振興に寄与することを目的とし、予算の

範囲内で岐阜県の伝統的工芸品導入支援補助金（以下「補助金」という。）を交付

するものとし、その交付に関しては、岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年岐阜県

規則第８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるとこ

ろによる。  

 

（定義）  

第２条  この要綱において「岐阜県の伝統的工芸品」とは、伝統的工芸品産業の振興

に関する法律（昭和４９年法律第５７号。以下「伝産法」という。）第２条第１項

の規定により伝統的工芸品として指定を受けた岐阜県内の工芸品をいう。  

 

（補助事業者）  

第３条  補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、第５条第

２項に規定する補助対象施設において、同条第１項に規定する事業を実施する者と

する。ただし、国、都道府県、市町村等の地方公共団体及び宗教法人が管理又は運

営するものは、補助事業者となることができない。  

 

（欠格事由）  

第４条  前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助事業者となることができな

い。  

 ⑴  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。次号において「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）  

 ⑵  暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）  

 ⑶  役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いか

なる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所の業

務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。）をいう。以下同じ。）を、

法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同

等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同
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じ。）が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与してい

る個人又は法人その他の団体（以下この条において「法人等」という。）  

 ⑷  役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している

個人又は法人等  

 ⑸  役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は暴力団員

でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）を利用している個

人又は法人等  

 ⑹  役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す

るなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人

又は法人等  

 ⑺  役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有している個人又は法人等  

 ⑻  役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者

であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を

締結し、これを利用している個人又は法人等  

 ⑼  県税を完納していない個人又は法人等  

 

（補助事業等）  

第５条  補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助事業

者が実施する次に掲げる事業とする。  

⑴   展示のための岐阜県の伝統的工芸品購入事業  

⑵   建物等の内装等に用いる岐阜県の伝統的工芸品導入事業  

２  補助事業の実施場所として認められる補助対象施設は、岐阜県内の宿泊施設、オ

フィスビル、店舗等のエントランス空間その他の岐阜県の伝統的工芸品のＰＲに効

果があると知事が認める施設とする。  

３  補助事業者は、多くの施設利用者が利用する場所において補助事業を行うものと

する。  

４  補助事業の対象となる岐阜県の伝統的工芸品は、伝産法第４条第１項に規定する  

特定製造協同組合等又は特定製造協同組合等の構成員が製造したものとする。  

５  補助事業者は、導入した岐阜県の伝統的工芸品について、その魅力が伝わるよう

当該伝統的工芸品の情報、説明等を表示するものとする。  

６  補助事業者は、自社ホームページ、館内しおり、案内表示、デジタルサイネージ

等で岐阜県の伝統的工芸品に関する情報の発信に協力するものとする。  
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 （補助対象経費等）  

第６条  補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及

び補助金の額は、別表のとおりとする。  

２  前条第５項の規定による表示に要する経費は、補助対象経費とする。  

 

(補助金の交付申請）  

第７条  補助金交付申請書の様式は、別記第１号様式のとおりとする。  

２  補助金交付申請書には、別記第１号様式において定める書類を添付しなければな

らない。  

３  補助事業者は、補助金の交付申請を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税

等仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消

費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控

除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定

による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額を

いう。以下同じ。）を減額しなければならない。ただし、申請時において当該消費

税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。  

４  補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定める。  

 

(補助事業の着手時期）  

第８条  補助事業の着手時期は、交付決定のあった日以後でなければならない。ただ

し、事業の性格上又はやむを得ない理由があると知事が特に認めた場合は、この限

りでない。  

２  前項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、補助金交付申請書に事前着手

理由書（別記第２号様式）を添付するものとする。  

 

（補助金の交付の条件）  

第９条  補助金の交付を決定する場合に付ける条件は、規則第６条第１号から第５号

までに掲げる事項のほか、知事が必要と認める事項とする。  

２  規則第６条第１号の知事の定める軽微な変更は、補助対象経費の総額の２０％以

内の配分の変更とする。  

３  規則第６条第２号の知事の定める軽微な変更は、補助対象経費の総額の２０％以

内の減額並びに補助金の交付の目的又は補助事業の能率に影響を及ぼさない範囲

の変更及び補助事業の細部の変更とする。  

４  補助事業者が規則第６条第１号から第３号までの規定により知事の承認を受け

ようとする場合の申請書及び同条第４号の規定により報告をしようとする場合の
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報告書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおり

とする。  

⑴   規則第６条第１号又は第２号の承認  事業経費配分（内容）変更承認申請書

（別記第３号様式）  

⑵   規則第６条第３号の承認  事業中止（廃止）承認申請書（別記第４号様式）  

⑶   規則第６条第４号の規定による報告  事業遅延等報告書（別記第５号様式）  

 

（補助金の交付決定）  

第１０条  規則第７条の規定による通知は、別記第６号様式により行うものとする。 

２  知事は、補助金の交付の決定を行う場合には、第７条第３項の規定により補助金

に係る消費税等仕入額控除税額について減額して交付申請がなされたものについ

ては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額を減額する

ものとする。  

３  知事は、第７条第３項ただし書の規定の適用を受けるものについては、補助金に

係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定時において減額を行うこと

とし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。  

 

（申請の取下げ）  

第１１条  規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることができるのは、補

助金の交付決定の日から２０日以内とする。  

 

（遂行状況報告）  

第１２条  補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、知事の要求があ

ったときは、速やかに別記第７号様式により知事に報告しなければならない。  

 

（実績報告）  

第１３条  実績報告書の様式は、別記第８号様式のとおりとする。  

２  実績報告書には、別記第８号様式において定める書類を添付しなければならない。 

３  実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日（廃止の承認を受けた場合は、当

該承認を受けた日。以下同じ。）から起算して３０日以内又は交付決定の日の属す

る年度の２月１０日のいずれか早い日とする。  

４  補助事業者は、実績報告書の提出を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入

控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなけれ

ばならない。  

 

 （履行確認）  
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第１４条  知事は、実績報告書の提出を受けたときは、速やかに履行の確認を行う。 

２  前項の場合において、実績報告書により履行の確認ができないときは、現地確認

又は聴取により履行の確認を行うことができる。  

３  知事は、前項の規定により現地確認を行うときは、商工労働部所管補助金等の検

査に関する要領により実施するものとする。  

 

（補助金の額の確定の通知）  

第１５条  規則第１４条の規定による通知は、別記第９号様式により行うものとする。 

 

（補助金の交付）  

第１６条  補助金は、規則第１４条の規定による補助金の額の確定後に交付するもの

とする。  

２  補助事業者は、前項の規定による補助金の交付を受けようとするときは、補助金

交付請求書（別記第１０号様式）を知事に提出しなければならない。  

 

（交付決定の取消し等）  

第１７条  知事は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して

補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件その他法令等又はこれに基づく知

事の処分に違反したときは、規則第１７条及び第１８条の規定により交付の決定の全

部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（暴力団の排除）  

第１８条  規則第４条の交付の申請があった場合において、当該申請をした者が第４

条各号の規定に該当するときは、知事は、その者に対して、補助金の交付をしない

ものとする。  

２  知事は、規則第５条の規定による交付決定をした後において、当該交付決定を受

けた者が第４条の規定に該当することが明らかになったときは、規則第１７条第１

項の規定により、補助金の交付決定を取り消すものとする。  

３  前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、知事は、規則第１８

条の規定により補助金の返還を命ずるものとする。  

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）  

第１９条  補助事業者は、補助事業の完了後に申告により補助金に係る消費税等仕入

控除税額が確定した場合には、別記第１１号様式により速やかに知事に報告しなけ

ればならない。  
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２  知事は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の

全部又は一部の返還を命ずることができる。  

 

（財産の管理等）  

第２０条  補助事業者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注

意を持って管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければ

ならない。  

２  補助事業者は、取得財産等について別記第１２号様式による取得財産等管理台帳

を備え、管理しなければならない。  

 

（財産の処分の制限）  

第２１条  規則第２１条第２号に規定する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単

価５０万円以上の機械及び器具とする。  

２  規則第２１条ただし書の知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定する期間とする。  

３  補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において処分を制限された取

得財産等を処分しようとするときは、別記第１３号様式によりあらかじめ知事の承

認を受けなければばらない。  

４  知事は、補助事業者が前項の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入

があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させるものとする。  

 

（書類、帳簿等の保存期間）  

第２２条  規則第２２条に規定する書類、帳簿等の保存期間は、補助事業の完了の日

の属する年度の翌年度以後５年間とする。  

 

（補助事業実施後の状況報告等）  

第２３条  補助事業者は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度以後３年間、当

該補助事業に係る過去１年間の状況について、別記第１４号様式により報告しなけ

ればならない。  

 

 （成果の発表）  

第２４条  知事は、補助事業で実施した事業の成果について必要があると認めるとき   

 は、補助事業者に発表させることができるものとする。  

 

（書類の提出部数）  
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第２５条  この要綱により知事に提出する書類の部数は、１部とする。  

 

（その他）  

第２６条  この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、別

に知事が定める。  

 

 

附  則     

 この要綱は、令和８年度分の予算に係る補助金から適用する。  
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別表（第６条関係）  

事業区分  
補助対象経費  

補助率  補助金の額  補助限度額  
経費区分  内容  

１．展示のた

めの岐阜県の

伝統的工芸品

購入事業  

 

備品・消耗品費  
岐阜県の伝統的工芸品の技術・技法を活用した

展示用の調度品等の購入に要する経費  

1/2 

補助対象経費の実支出額に

２分の１を乗じて得た額と

補助上限額とを比較して小

さい方の額（当該額に 1,000

円未満の端数が生じた場合

はこれを切り捨てた額）  

※当該額が補助下限額未満

となる場合は、補助金を交

付しない  

※補助限度額  

上限：1,000 千円  

下限： 300 千円  

需用費  
岐阜県の伝統的工芸品の展示に当たり必要な

キャプション等の制作に要する経費  

設置費  
岐阜県の伝統的工芸品の技術・技法を活用した

調度品等を展示する什器の購入に要する経費  

その他  

知事が必要と認める経費  

２．建物等の

内装等に用い

る岐阜県の伝

統的工芸品導

入事業  

 

備品・消耗品費  

岐阜県の伝統的工芸品の技術・技法を活用した

建物の内外装に用いる調度品等の購入に要す

る経費  

補助対象経費の実支出額に

２分の１を乗じて得た額と

補助上限額とを比較して小

さい方の額（当該額に 1,000

円未満の端数が生じた場合

はこれを切り捨てた額）  

 

上限：3,000 千円  

下限：   なし  

需用費  

建物の内外装に用いた岐阜県の伝統的工芸品

の魅力発信に当たり必要なキャプション等の

制作に要する経費  

委託料  

岐阜県の伝統的工芸品の技術・技法を活用した

建物の内外装に用いる調度品等の加工に要す

る経費  

※取付け等の加工費は対象外  

その他  知事が必要と認める経費  

（注）  

１  補助対象経費は、補助事業者が補助事業の実施に要する経費のうち、交付決定の日（事前着手理由書を提出した場合は、当該理由

書に記載した事前着手（予定）日）から交付決定の日の属する年度の１月１５日までに発注、納品及び支払を終えたものに限る。  

２  設備等の維持管理費、人件費及び間接経費（消費税を含む租税公課、振込手数料等）は、補助の対象外とする。  


